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鹿追町公益通報等の取扱いに関する規程 

 

（目的） 

第１条　この規程は、公益通報者保護法（平成 16 年法律第 122 号。以下「法」とい

う。）の規定に基づき、町職員等及び外部の労働者等からの公益通報を適切に取

扱うために必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、

町及び事業者の法令遵守を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(１)　町職員等　次のいずれかに該当する者及び該当していた者（通報の日前１

年以内に該当していた者に限る。）をいう。 

ア　地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第３条第２項に規定する一般職の

職員、同条第３項第３号に掲げる特別職の職員、同法第 22 条の２第１項に規

定する会計年度任用職員及び同法第 22 条の３第４項に規定する臨時的任用職

員 

イ　町から事務又は事業を受託し、又は請け負った事業者並びにその役員及び

従業員 

ウ　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項に規定する指定

管理者（町の公の施設の管理を行うものに限る。）の役員及び従業員 

(２)　外部の労働者等　法第２条第１項各号に掲げる者のうち町職員等を除いた

者をいう。 

(３)　内部通報対象事実　町の事務又は事業に係る次のいずれかに該当する事実

をいう。 

ア　法令等（条例、規則等を含む。以下同じ。）に違反し、又は違反するおそ

れのある事実 

イ　人の生命、身体、財産その他の利益を害するおそれのある事実 

(４)　内部公益通報　町職員等又は町民が、内部通報対象事実が生じ、又はまさ

に生じようとしている旨を町に通報することをいう。 

(５)　外部公益通報　外部の労働者等が、法第３条第２号に規定する公益通報を

することをいう。 

(６)　公益通報　内部公益通報及び外部公益通報をいう。 

(７)　通報者　公益通報を行った者をいう。 

(８)　主管課　通報又は相談に係る法令等を所管する課をいう。 

（通報対応責任者） 

第３条　公益通報への対応に関する事務を総括するため、通報対応責任者を置くこ

ととし、総務課長をもって充てる。 

２　通報対応責任者は、公益通報への対応に関する調査の進捗管理、公益通報を理

由とする不利益な取扱いの防止その他公益通報への適切な対応の確保に関する事

務を総括するものとする。 
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３　通報対応責任者は、前項に規定する事務を総務課に行わせることができるもの

とする。 

（公益通報の窓口） 

第４条　公益通報を一元的に管理し、適切に処理するため、総務課に公益通報を受

け付ける窓口（以下「通報窓口」という。）を設置する。 

２　通報窓口は、公益通報のほか、公益通報に関連する質問及び相談に応じるもの

とする。 

（内部公益通報の受付） 

第５条　通報窓口は、内部公益通報を、公益通報書（別記様式第１号）又は面会、

電話、郵便、電子メールその他適切な方法により受け付けるものとする。この場

合において、公益通報制度の実効性を確保するため、匿名による通報についても、

可能な限り実名による通報と同様の取扱いをするものとする。 

２　内部公益通報があったときは、誠実かつ公正に対応するものとし、受付を拒ん

ではならない。 

３　通報窓口は、内部公益通報を受け付けたときは、公益通報受付票（別記様式第

２号）に記録するとともに、次に掲げる事項を通報者に説明するものとする。た

だし、通報者が説明を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への説明

が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

(１)　公益通報に関する秘密は保持されること。 

(２)　個人情報は保護されること。 

(３)　通報者に対する不利益な取扱いはしないこと。 

(４)　公益通報の受付後の手続の流れに関すること。 

４　通報対応責任者は、内部公益通報を受け付けたときは、その内容について、調

査の必要性及び法令に基づく措置、再発防止策その他必要な措置（以下「是正措

置等」という。）の必要性を検討の上、受理又は不受理を決定するものとし、速

やかに通報者へ公益通報受理・不受理通知書（別記様式第３号）により通知しな

ければならない。 

（調査の実施） 

第６条　通報対応責任者は、前条第４項の規定により内部公益通報を受理したとき

は、総務課及び主管課から従事者を指定し、正当な理由がある場合を除いて、速

やかに必要な調査を行わせるものとする。 

２　通報対応責任者及び従事者は、調査の実施に当たっては、通報者を特定させる

事項を必要最小限の範囲を超えて共有することのないように十分に留意しつつ、

遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。 

３　町職員等は、通報対応責任者から内部公益通報に関する調査に協力を求められ

たときは、これに協力しなければならない。 

４　通報窓口は、調査が終了したときは、当該調査結果を公益通報受付票（別記様

式第２号）に記録し、その写しを通報対応責任者に提出する。この場合において、

当該調査結果の内容を証する資料がある場合は、それを添付するものをする。 
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５　通報窓口は、適切な業務の執行の確保及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プ

ライバシー等の保護に支障がある場合を除き、通報者に対し調査の結果を遅延な

く、公益通報調査結果通知書（別記様式第４号）により通知するものとする。 

（是正措置等の実施） 

第７条　町長は、通報対応責任者より内部公益通報に係る調査結果及び是正措置等

について報告を受けたときは、速やかに是正措置等を講じるとともに、必要があ

るときは、関係者の処分等を行うものとする。 

２　前項の是正措置等を講じたときは、法令遵守の確保、適正な業務遂行及び利害

関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、

速やかにその内容を公益通報是正措置通知書（別記様式第５号）により通報者に

通知するものとする。 

（外部公益通報の受付等） 

第８条　通報窓口に外部公益通報がなされた場合においては、第５条から前条まで

の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「内部公益通報」とある

のは、「外部公益通報」と読み替えるものとする。 

２　前項の場合において、当該通報の内容について町が処分又は勧告等をする権限

を有しないときは、当該権限を有する行政機関を通報者に対して教示しなければ

ならない。 

（他の行政機関との協力） 

第９条　公益通報に係る事実その他法令等に違反する事実に関し、処分若しくは勧

告等をする権限を複数の行政機関が有している場合又は他の行政機関から公益通

報に関する調査等の協力を求められた場合には、当該行政機関と連携して調査を

行うなど、相互に緊密に連絡して協力するものとする。 

（秘密の保持及び情報管理の徹底） 

第 10 条　公益通報への対応に関与した職員（公益通報への対応に付随する業務を通

じて、公益通報に関する情報を知り得た者を含む。以下同じ。）は、公益通報に

関する秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退い

た後も同様とする。 

（利益相反関係の排除） 

第 11 条　職員等は、自ら又はその親族が当事者となっている案件その他利益相反関

係を有する案件に関する公益通報への対応に関与してはならない。 

２　通報対応責任者は、公益通報への対応に関与する職員が当該公益通報に利益相

反関係を有していないか確認しなければならない。 

（通報者の保護） 

第 12 条　町に対し不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正な

目的でなく、内部公益通報を行った通報者に対し、内部公益通報を行ったことを

理由として、懲戒処分その他不利益な取扱いをしてはならない。 

２　外部公益通報を行った通報者が通報したことを理由として、事業者から解雇そ

の他不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合は、通報者の保護に

資するよう努めなければならない。 

（制度等の周知） 
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第 13 条　町長は、職員等に対し、公益通報制度について周知を図るものとする。 

２　町長は、町の区域内の事業者及び労働者等に対する広報の実施、町ホームペー

ジへの掲載その他適切な方法により、法令等及び法第 11 条第４項に規定する指針

の内容、町における通報窓口、通報対応の取組み等について、周知するよう努め

るものとする。 

（運用状況の公表） 

第 14 条　町長は、毎年度、公益通報制度の運用状況を公表するものとする。 

（委任） 

第 15 条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 


